
一般社団法人日本ジャズダンス芸術協会公認 

ダンス指導者認定証・プロフェッショナルダンス教授認定証の申請についてのご案内 

 

2013 年 4 月より、責任ある指導者を育成すると共にジャズダンス普及とダンス文化の社会的信頼を得る

為に認定制度を制定し発足しました。 

 

●認定証取得について 

認定証内容は 2 種類、ダンス指導者認定証・プロフェッショナルダンス教授認定証。 

① ダンス指導者認定証 

取得するためには書類審査と DVD 審査が必要です。この認定は協会公認のダンス指導認

定者として、協会より証書が発行されます。（認定証は、協会会員者は会員である限り認定

者として継続される。非会員者の場合は、更新する必要があります。）※更新制度参照 

 

② プロフェッショナルダンス教授認定証 

取得するためにはいくつかの審査条件、書類審査と DVD 審査が必要です。この認定は協

会公認のプロフェッショナルダンス教授認定者として、協会より証書が発行されます。（認定

証は、一般会員で取得した場合でも協会会員者は会員である限り認定者として継続される。

非会員者の場合は、更新する必要があります。）※更新制度参照 

 

●認定料・受験料 

① ダンス指導者認定証 

認定料  会員 10,000 円（協会会員は会員である限り継続される） 

非会員初回 3 年有効 30,000 円（更新料、以後 5 年有効 50,000 円） 

受験料  会員  5,000 円  非会員 5,000 円（更新料 5,000 円） 

② プロフェッショナルダンス教授認定証 

認定料  会員 10,000 円（協会会員は会員である限り継続される） 

非会員初回 3 年有効 30,000 円（更新料、以後 5 年有効 50,000 円） 

受験料  会員  5,000 円  非会員 5,000 円（更新料 5,000 円） 

●受験方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●審査方法 

書類審査・・・・・条件を満たしているかを判断。 

DVD 審査・・・・指導者として相応しいかを 4 名以上の認定委員で個別に判断、最終的に協

議し合否を決定 

DVD 返却希望の方は、着払いでの発送になります 

 

◆所定の書類に必要項目を記入して協会に提出。 

◆DVD（２分～１０分以内の作品を 1 曲だけ、また DVD

は返却いたしません。） 

チラシ・パンフレット資料 

協会ホームページに認定者

名を記載（必須条件） 
合格通知が届いたら認

定料を振り込む 

受験料  5,000 円を 

振込む 

協会認定委員で

審査を行い合格

者に認定証を 発

行する 

認定証種別を決める 

◆ダンス指導者認定証 

◆ダンス教授認定証 

会員と非会員用の申込

用紙があります。 

※認定委員参照 



※更新制度 

非会員の取得の場合は、初回 3 年間として、以降 5 年毎の更新とする。 

受験料は、更新時に必要とし、提出物もその都度提出する。 

 

※認定委員 

一般社団法人日本ジャズダンス芸術協会執行部（メンバーは規約により 2 年毎に交代）で

行う 

2013 年 4 月～2014 年 3 月まで 
会長・・金光 郁子 副会長・・家城 比呂志・花輪 洋治 理事長・・宮崎 渥巳 副理事長・・松本 絵利砂 

専務理事・・浦辺 日佐夫・名倉 加代子・真島 茂樹を含み、常任理事・理事の合計4名以上で審査を行

う 

 

 

※書類審査の認定条件について 

認定証内容は 2 種類、ダンス指導者認定証・プロフェッショナルダンス教授認定証。 

① ダンス指導者認定証 

 

 

 

 

 

② プロフェッショナルダンス教授認定証 

 

 

 

 

 

 
※申し込み用紙記入例 （ダンス指導者認定の場合）・・・・プロフェッショナルダンス教授認定は別にあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらかが条件です 

振込名はカタカナでお願いします 内容が分かり易いよ

うにご記入ください 

以下の内容に 1 つでも該当していれば認定される 

１ 一般会員の場合は、オーナー会員 1 名、理事 2 名の推薦状が必要。オーナーの場合

は理事 2 名の推薦状が必要。 

2 講習会またはワークショップに参加している。 

以下の内容を３つ以上該当していれば認定される 

1 協会主催コンクールで、振付・指導者である作品が入選（全部門対象）している。 

2 協会主催のフェスティバルに、振付・指導した作品で参加している。 

3 協会会員として継続３年以上で、現オーナー会員である事。 

4 講習会またはワークショップに参加している。 



※協会のサポート事業 

 

指導者の為の講習会年１回 技術的なワークショップ 指導者認定受理者による懇談会 行政機関へのアピ

ール 行政事業への協力 教育現場での活動を支援 

 

※協会ホームページに記載義務 

取得者は公に公表することで信用性を高めたい狙いから、皆様の大切な個人情報を記載させていただく了承

を願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

一般社団法人日本ジャズダンス芸術協会 

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-1-7-218 

FAX：03－5414－2043（24 時間受付） 

TEL：03－3746－1219（火・木・金）留守の場合はFAXでお送りください 

 

 

 


